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規  則 

 埼玉県警察組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和元年９月６日 

埼玉県公安委員会委員長 齋 藤 公 子 

埼玉県公安委員会規則第３号 

埼玉県警察組織規則の一部を改正する規則 

埼玉県警察組織規則（昭和50年埼玉県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第19条第９号を次のように改める。 

(9) 危険物運搬の届出の受理に関すること。 

第50条第６号中「核燃料物質」の次に「及び特定放射性同位元素」を加える。 

附 則 

この規則は、令和元年９月６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



規 則  名  埼玉県警察組織規則（昭和 50 年埼玉県公安委員会規則第１号） 

 

新 旧 

 （保安課） 

第19条 保安課においては、次の事務をつかさど 

 る。  

 (1)～(8) (略) 

 (9) 危険物運搬の届出の受理に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10)～(13) (略) 

 

 （警備課） 

第50条 警備課においては、次の事務をつかさど 

 る。 

 (1)～(5) (略) 

 (6) 核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護

に関すること。 

 (7) (略) 

 （保安課） 

第19条 保安課においては、次の事務をつかさど 

 る。 

   (1)～(8) (略) 

   (9) 次に掲げる法律に基づく運搬の届出の受理

等に関すること（警備課の所掌に属するも

のを除く。）。 

    ア 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規   

     制に関する法律（昭和32年法律第166号） 

    イ 放射性同位元素等による放射線障害の防 

 止に関する法律（昭和32年法律第167号） 

    ウ 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に 

     関する法律（平成７年法律第65号） 

    エ 感染症の予防及び感染症の患者に対する    

     医療に関する法律（平成10年法律第114 

 号） 

 (10)～(13) (略) 

 

 （警備課） 

第50条 警備課においては、次の事務をつかさど 

 る。 

 (1)～(5) (略) 

 (6) 核燃料物質の防護に関すること。 

 

 (7) (略) 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
元
年
九
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



１ 購入等件名及び数量 

災害救助用備蓄食料「缶入りパン」 222,000食 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県農林部農産物安全課 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

令和元年８月23日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社サイボウ 

埼玉県さいたま市見沼区卸町２丁目６番15号 

５ 落札金額 

47,252,700円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和元年６月25日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
和
光
市
南
口
駅
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
和
光
市
本
町
四
―
六 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

東
武
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

根
津
嘉
澄 

 
 

 
 

東
京
都
墨
田
区
押
上
一
丁
目
一
番
二
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

未
定 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
九
百
六
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
六
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
九
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

四
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
六
・
三
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 
 

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時 



 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

一
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
七
月
三
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
元
年
九
月
六
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
で
ん
き
ち
飯
能
店 

 
 

 

埼
玉
県
飯
能
都
市
計
画
事
業
岩
沢
北
部
土
地
区
画
整
理
事
業
二
百
七
街
区
二
画
地 

外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
荷
さ
ば
き
施
設
① 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
② 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
荷
さ
ば
き
施
設
① 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
② 

午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
元
年
九
月
六
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
元
年
八
月
九
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
元
年
九
月
六
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、 

生
野
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
元
年
九
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

就
任 

 

職
名 

 
 

氏 
 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

 

所 

 

理
事 

宮 

部 

勝 

利 
 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児
玉
千
八
百
九
番
地 

 

同 
 

永 

尾 

勇
三
郎 

 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
七
百
七
十
六
番
地
四 

 

同 
 

笠 

原 

敬 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
八
百
七
十
一
番
地
一 

 

同 
 

田 

島 

富 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
四
百
八
十
三
番
地
二 

 

同 
 

永 

尾 

弘 

子 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

二
千
三
百
三
十
六
番
地
二 

 

同 
 

小 

林 

儀 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
八
百
八
十
八
番
地
一 

 

同 
 

宮 

部 

弘 

志 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
八
百
十
一
番
地
一 

 

同 
 

田 

島 
 

 

博 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
九
百
七
番
地
一 

 

同 
 

小 

林 

久 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
七
百
八
十
八
番
地 

 

同 
 

宮 

部 

延 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
八
百
九
十
六
番
地
五 

 

同 
 

逸 

見 
 

 

均 
 

同 
 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
沼
上
二
百
六
十
三
番
地 

 

同 
 

永 

尾 

英 

二 
 

同 
 

本
庄
市
児
玉
町
児
玉
二
千
百
二
十
二
番
地
二 

 

監
事 

小 

林 
 

 

猛 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
八
百
二
十
一
番
地 

 

同 
 

田 
 

島 

善
市
郎 

 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

九
百
七
十
五
番
地 

 

同 
 

田 

島 

房 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
六
百
四
十
四
番
地
五 

 

二 

退
任 

 

職
名 

 
 

氏 
 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

 

所 

 

理
事 

宮 

部 

勝 

利 
 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児
玉
千
八
百
九
番
地 

 

同 
 

田 

島 

富 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
四
百
八
十
三
番
地
二 

 

同 
 

永 

尾 

勇
三
郎 

 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
七
百
七
十
六
番
地
四 

 

同 
 

永 

尾 

弘 

子 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

二
千
三
百
三
十
六
番
地
二 

 

同 
 

小 

林 

儀 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
八
百
八
十
八
番
地
一 

 

同 
 

宮 

部 

一 

三 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
八
百
九
十
六
番
地
五 

 

同 
 

笠 

原 

敬 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
八
百
七
十
一
番
地
一 



 

同 
 

宮 

部 

弘 

志 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
八
百
十
一
番
地
一 

 

同 
 

田 

島 
 

 

博 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
九
百
七
番
地
一 

 
同 

 

宮 

部 

一 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

二
千
九
十
二
番
地 

 

同 
 

小 

林 

久 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
七
百
八
十
八
番
地 

 

同 
 

逸 
見 

 
 

最 
 

同 
 

児
玉
郡
美
里
町
大
字
沼
上
二
百
七
十
九
番
地 

 

監
事 

田 
 

島 
善
市
郎 

 

同 
 

本
庄
市
児
玉
町
児
玉
九
百
七
十
五
番
地 

 

同 
 

小 

林 
 

 
猛 

 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

千
八
百
二
十
一
番
地 

 

同 
 

永 

尾 

義 
明 

 

同 
 

同 
 

同 
 

 
 

二
千
百
二
十
二
番
地
二 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た

の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
秩
父
市
吉
田
阿
熊
字
新
井
五
四
二
の
三 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
玉
川
字
日
野
原
八
九
四
の
一
、
八
九
四
の
八
、
八
九
四
の 

 

九 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

耕
地
の
防
風 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

指
定
理
由
の
消
滅 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号 

 
平
成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
三
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月

二
十
二
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
Ｍ
Ｍ
Ｓ
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
吉
敷
町
一
丁
目
外 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
元
年
九
月
二
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
十
五
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

に
関
す
る
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称
、
公
聴
会
の
期
日
、
時
間
及
び
場
所
、
公
述
申
出
書
の
提
出
期 

 

間
及
び
提
出
先
並
び
に
都
市
計
画
の
構
想
の
閲
覧
期
間
及
び
閲
覧
場
所 

 

別
記
一
の
と
お
り 

二 

公
述
申
出
書
の
様
式 

 
 

別
記
二
の
と
お
り 

三 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課 

 
 

電
話 

○
四
八
―
八
三
○
―
五
三
四
一 

ロ 

当
該
都
市
計
画
区
域
に
係
る
市
役
所
又
は
町
役
場
の
都
市
計
画
主
管
課 

 
 



別
記
一 

   

一 番
号 

羽
生 

都
市
計
画 

区
域
名 

羽
生
市 

 

市
町
村
名 

区
域
区
分 

都
市
計
画
の 

種
類
及
び
名
称 

令
和
元
年
十
月

十
五
日
午
後
二

時
か
ら 

期
日
及
び
時
間 公

聴
会 ワ

ー
ク
ヒ
ル
ズ

羽
生
大
会
議
室 

場 
 

所 

令
和
元
年
九
月

六
日
か
ら
令
和

元
年
九
月
二
十

日
午
後
五
時
一

五
分
ま
で 

提
出
期
間 公

述
申
出
書 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
羽
生
市
ま

ち
づ
く
り
政
策

課 

提 

出 

先 

令
和
元
年
九
月

六
日
か
ら
令
和

元
年
九
月
二
十

日
ま
で 

閲
覧
期
間 

都
市
計
画
の
構
想 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
埼
玉
県
行

田
県
土
整
備
事

務
所
、
羽
生
市

ま
ち
づ
く
り
政

策
課 閲

覧
場
所 



 

＊「意見の要旨及びその理由」記載上の注意 

 （１）400字程度で意見の要旨及びその理由を区分して記載してください。 

 （２）楷書で、横書きにしてください。 

別 記 二 

 

公 述 申 出 書  

 

 

 

 令和元年９月６日付け埼玉県報に登載された羽生都市計画区域区分の変更の構想に対

して、次のとおり意見を述べたいので申し出ます。 

 

 

     令和元年  月  日 

 

 

 （宛先） 

  埼玉県知事 

 

 

 

   公述申出人 

 

      住 所 

 

     氏 名             印 

 

     連絡先（電話番号） 

 

     年 齢 

 

     職 業 

 

 

   意見の要旨及びその理由          別紙 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  



１ 購入等件名及び数量 

  携帯電話解析装置用端末 35台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度第一係 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和元年７月16日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  ＰＦＵ東日本株式会社 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目４番13号 

５ 落札金額 

  60,885,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和元年５月31日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  



１ 購入等件名及び数量 

  職員情報総合管理システム用サーバ等機器の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度第一係 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和元年７月12日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 落札金額 

  349,786,800円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和元年５月31日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  



１ 購入等件名及び数量 

  警察署サーバ等機器の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度第一係 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和元年７月16日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＪＥＣＣ 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号 

５ 落札金額 

  107,778,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和元年６月４日 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
三
十
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び数量 

車両一体型給水車  ４台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課施設整備担当 

  埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番 21 号 

３ 落札者を決定した日 

  令和元年７月１９日 

４ 落札者の氏名及び住所 

   関東いすゞ自動車株式会社 法人営業部 

  さいたま市南区内谷２－１８－３６ 

５ 落札金額（税抜） 

   ４６，１６０，０００円 

６ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和元年５月３１日 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
九
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

令
和
元
年
九
月
十
三
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

県
議
会
令
和
元
年
九
月
定
例
会
提
出
予
定
案
件
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 
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